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はじめに 

 

 

                本市では、男女が社会の対等な構成員として、自らの

意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、かつ、共に責任を担う社会を実現す

ることを目指し、平成２４(2012)年度に「川口市男女共

同参画条例」を制定しました。 

この条例に基づき、平成２５(2013)年度に第２次川口

市男女共同参画計画を策定し、第２次計画の改訂が令和４(2022)年度に終了しました。

そこで、このたび、「男女の人権が尊重され、共に社会に参画できるまち 川口の実現」

を基本理念に、令和５(2023)年度からの１０年間を計画期間とする、「第３次川口市男女

共同参画基本計画」を策定しました。 

  計画策定にあたり令和３年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」の結

果では、性別による固定的役割分担意識において、意識の変化が得られた分野があるも

のの、社会の制度や慣習などにおいては、まだまだ無意識の思い込み（アンコンシャス・

バイアス）に捉われているものがあることや、更に、社会の制度や方針の立案、意思決

定の場においては、依然として男女の不平等感が根強く残っていることが窺えました。 

  また、昨今の新型コロナウイルス感染症の流行は、女性の生活や雇用に大きな影響を

与え、男女共同参画・ジェンダー平等の重要性を改めて認識する機会となったほか、人々

の暮らしや働き方、社会経済活動を見直す契機となりました。 

こうした状況を踏まえ、「第３次川口市男女共同参画計画」では、これまでの取 

 り組みを進めつつ、各種法令や制度の改正を踏まえた施策を推進し、市民と事業者と市

が相互に協力しあい、男女共同参画社会の実現の推進に努めて参ります。 

  結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見ご提案をいただきました川口市男女共

同参画推進委員会の方々、パブリックコメント等にご協力いただいた市民の皆さんに心

から感謝申し上げます。 

 

令和 5(2023)年 4 月 

                    



 

 

 


